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事務事業名 心身障害者医療扶助事業

会計区分 事業類型 法定受託系一般会計
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事業番号 192

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート
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要要要要

担当部

直接実施・

運営

100 委託

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

国民健康保険事業・公費助成医療の適正な運営を図る

2

保険年金課

医療係

33

平成３０年度以降

地域医療

担当課

1

保健福祉

社会的弱者として経済的に自立することが難しい障がい者の医療費の保険診療に係る自

己負担分を助成することで、必要な医療が安心して受けられるようにするとともに、障がい

者及びその家族の経済的負担の軽減を図る。

身体障害者手帳１～３級（腎臓機能障害は４級まで・進行性筋萎縮症は６級まで)・知能指数

が５０以下の知的障害者・自閉症状群の方に医療費受給者証を交付し受給者の資格管理

を行った。県内医療機関(柔整、はり・灸等を含む)における保険診療の自己負担分は現物

給付で、県外医療機関での受診、補装具等の自己負担分は償還払いで、医療費の助成を

行った。医療費の資格管理として過誤調整や高額療養費との調整を行い医療費の適正化

を図った。

※心身障がい者の医療費の保険診療に係る自己負担分の助成は県補助対象であり、県が

1/2を補助する。また、県補助対象の現物給付分の審査支払手数料についても県が1/2を

補助する。

助成 0

14‐1

3

担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

小牧市医療費の支給に関する条例

単位

千円

人
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人

千円

千円

％
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0.30

555

141,308

231,291

103.9

115,329
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116,605

105,979

費用合計

211,395 220,870

0

222,584

103.9

受益者負担

費

用

直接経費

正職員

国・県支出金

対前年比

その他財源

114,557

99,648

一般財源

Ｈ21決算額

補助する。

直接経費の内訳（Ｈ23決算額）　　228,609,276円

・消耗品費（文具類）　　44,270円

・印刷製本費(受給者証等）　　12,800円

・通信運搬費(郵送料等)　　20,000円

・手数料(医療費算出・請求事務費)　　1,533,419円

・扶助費(医療費の助成金)　　226,998,787円

無

人件費

従事者数

人件費

0.50

（手段）

従事者数

Ｈ23決算額
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財

源

その他職員

228,609

Ｈ22決算額

0.400.30

118.7

Ｈ24予算額

271,762

0.40

133,324

00

115,962

2,127



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

事業番号

150,430
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円
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―

33,221
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140,906

円/

件
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H23
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226,998,787

―

34,845

―

1,509

件

受給者数

―

受診件数

医療費助成額

成果指標名

一人当たりの助成額

事業の

達成状況

活動指標名 H22

―― ―

H24H23
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人

33,953

209,668,667

6,515

―

6,602

1,488

―

1,495

H21

―

146,708

円/

人

一件当たりの助成額

―

6,175

一件当たり、一人当たり助成額は毎年増加しており、心身障がい者及び家族の経済

的負担が軽減され、安心して必要な医療が受けられている。

―

―

―

―

H24

資格取得や転入等の機会を捉え新規受給者を中心に制度の周知に努めるとともに、

受給者の資格管理等を徹底し適正な医療費の助成を図っていく。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

限られた財源の中で、福祉医療制度を持続可能な制度としていく必要性がある。

県における福祉医療制度の見直しや近隣市町村の福祉医療制度の助成状況を勘案

しながら事業を進めていく必要がある。現状では対象者等を含め適切な助成であると

考えている。

方向性の判定 現状維持

改善案等

事業を縮小・
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影響
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方方方方

向向向向

性性性性

判定理由

経済的自立が難しい心身障がい者の医療費の自己負担分の助成を、廃止・縮小する

ことは、対象家庭の経済的な負担を増加させ、市民サービスの低下となり、心身障が

い者が安心して必要な医療が受けづらくなる。


